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当社の障害者支援の主な取組

【会社の特徴】
令和２年に創業。経営理念に「誰もが輝ける社会の実現」を掲げ、企業の労務支援および病

気や怪我で生活や就労に支障がある方のための障害年金支援を行っている。
まずは自社から経営理念を体現すべく、職員が働きやすい職場づくりにも注力しており、令

和６年には女性活躍推進法に基づく認定「えるぼし認定」を受けた。
日々の業務を通じ、障害に配慮できる環境であることから自社での障害者雇用に取り組み、

今回のもにす認定に至った。障害者手帳取得に至らない疾患により外出困難な者の雇用を行う
など、雇用率にこだわらず、障害当事者の意志を尊重し、活躍できる職場環境を整えている。

○ 障害者雇用のための体制づくり

・経営指針書に「積極的な障害者雇用の推進」を明記し、法人全体で障害者雇用に取り組んでいる。

・障害のある職員の支援担当者を決め、日常的な業務指導のほか、就業改善の相談、治療や生活についての

相談を受けられる体制を整えるとともに、就労定着支援機関の担当者とも連携し、働きやすい体制づくり

を行っている。

・障害のある職員とともに働く職員に対し、障害特性や就業上の配慮事項を共有し、障害のある職員が働き

やすいよう配慮をしている。

○ 障害者が働きやすい環境づくり

・代表自ら障害者雇用の先進的な事例を見学し、障害者が就労しやすい職場環境に対する知見を深めている。

・障害者雇用にあたり業務手順の見直しと細分化を行い、業務を進めるための作業マニュアルを作成した。

・テレワーク制度、フレックス制度を整備し、障害特性や体調に合わせた柔軟な勤務を可能としている。

・業務の遂行にあたり、WEBツールを活用することで業務管理を容易にし、リモートワークでも業務負担が

少なくなるよう配慮している。
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